
荷低減の推進

上位政策 06 地球環境にやさしいまち

施策統括課 環境政策課 施策統括課長名 桑原　直人

関連課 環境政策課、ごみ対策課

関連する 東久留米市第二次緑の基本計画、東久留米市第二次環境基本計画、東久留米市一般廃棄物処理基本計画、東久留米市分別収集計

個別計画等 画

家庭ごみの有料化、ごみ対策課庁舎の建替え
予定計画事業

・市民一人ひとりが身近な環境にとどまらず、地球規模に至る環境への理解を深め、

令

環境にやさしいまちづ

和

くりに参画し
施策に対

2

する
ようとする意識を

年

醸成するため、関連す

度

る情報や学習の機会の

施

提供に努める。
基本的

策

な考え方
・環境に与え

評

る負荷を低減し、環境

価

にやさしい地域社会を

表

築くため、市民、事業

(

者、行政がそれぞれの

平

責務を明確にした
（第

成

4次長期
うえで、三者

3

一体となった資源循環

1

型社会のシステム構築

年

を推進する。
総合計画

度

より）

基本事業名（1

振

～3） 第4次長期総合

り

計画における方向性
・

返

市内環境の定期的な調

り

査を実施するとともに

)

、環境への影響の大き

１

い事業者に適切な指導

　

を行う。
15-01 ・

施

イベントや学習機会、

策

さまざまな媒体を活用

の

した情報提供を通じ、

概

市民の環境問題に関す

要

る知識や意識を醸成す

（

る機会

総合的環境施策

第

の をつくる。
・自然環

4

境に関する調査や外来

次

種への対応を行い、生

長

き物の生育する環境を

期

守り、多様な生き物の

総

保護に努める。
推進

・

合

市民の地域社会に対す

計

るマナー向上また相互

画

理解への啓発を図り、

（

市民の良好な生活環境

後

の維持に努める。
・環

期

境に対する市民や事業

：

者の活動を推進すると

平

ともに、広く活動の輪

成

を広めていく。

・一般

2

廃棄物処理基本計画の

8

基本方針に沿ってごみ

年

処理を展開し､より一

度

層のごみの排出抑制､

～

減量化､資源化を積極

令

的に
15-02 推進し

和

､環境への負荷の少な
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い資源循環型社会の形

年

成をめざす。

資源循環

度

型社会の ・市民･事業
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者･行政がそれぞれの

に

役割と責任を十分に認

掲

識し､相互に協力･連

げ

携するためのパートナ

る

ーシップの構築を図り

事

、ごみ減量化の仕組み

項

づくりを進める。
推進
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・家庭ごみ有料化につ

施

いては、これまで行っ

策

てきたごみ減量化・資

名

源化対策の結果を踏ま
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えて、有効な実施方法
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や時期、
費用対効果を

環

含めて総合的に検討す

境
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負



4次長期総合計画における方向性

２　施策の成果指標と実績

No 成果指標 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

環境にやさしいと思う生活や活動を行ってい
1 ％ 67. 8 66. 0 未把握

る市民の割合

総資源化率
2 ％ 39. 5 39. 8 39. 2

3

4

5

３　施策内事務事業数と施策のコスト

項目 単位 平成29年度 平成30年度 平成31年度

本施策を構成する事務事業数 本 22 24 24

トータルコスト 千円 2,187,624 1,889,673 1,866,533

事業費（内書き） 千円 1,907,525 1,767,434 1,741,674

人件費（内書き） 千円 280,099 122,239 124,859

１　施策の概要（第4次長期総合計画（後期：平成28年度～令和2年度）に掲げる事項）

基本事業名（4～5） 第
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者・行
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不

資源化に取り組んでき

法
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投
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化・資源
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問題に対し、定期的な

　

調 音、ペットの鳴き声

基
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事
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業
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に
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つ

応を 上や地域で解決に
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ていく。
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課
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令

ティバルの開催を
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和
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問題への理解を高めて
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いくこと 推進していく

度

。
の施策が必要である

に

。 ・地球温暖化問題に
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ついては、市民及び事

け
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た

ギー化に向け
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方

暖化問題は、年々深刻

向

さを増し、国際的な協
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普及・啓発する必
要が

め

ある。

・家庭ごみ有料

に

化制度の導入、廃プラ

は

スチック削減に関す ・

、

一般廃棄物処理基本計

大

画の基本方針に沿って

気
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３R（リデュース：抑

質
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量化・資源化の仕組み
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について、点検・検証
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進
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啓発活動の推進などに

る

よ で市民に情報提供を

た

行い、制度の定着と更

め

なるごみ減量化・資源
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化への意識醸
り、全市

、

的に分別意識と適正な
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処理が浸透してきた結
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くらしづくり」】

・総合的環境施策の推進については、平成27年度に策定した「第二次環境基本計画」に基づき環境保全のための取り組みを進め

ていく。さらには、平成29年度に策定した「第三次地球温暖化対策実行計画」に基づき、地球温暖化問題の取り組みを進める。

・資源循環型社会の推進については

４

、平成29年10月か

　

らの家庭ごみ有料化の

基

実施に伴う点検・検証

本

を行うとともに、一般

事

廃棄物

処理基本計画及

業

び分別収集計画に基づ

に

き、環境への負荷が少

つ

なく、資源が循環して

い

いくまちづくりを実現

て

するために、市民及び
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事業者の環境に対する

4

より一層の意識向上が

～

不可欠である。今後も
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市として必要な情報提

）

供を行い、ごみの減量

現

化、資源化に向

けた意

状

識の醸成と理解を深め

と

るための取り組みを進

課

める。

６　令和3年度

題

の施策の位置づけ

令和3年度に向けた方向性

4

5

５　令和3年度に向けた施策方針

【第５次長期総合計画における施策名「地球環境にやさしい
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